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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
 
 ※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。 
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長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 V o l .６１７ 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞ＭＥＮＵ＞健康・医療・福祉＞ 

高齢者福祉・介護＞介護保険＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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介護保険事業者の指定について 
 
 新たに指定された介護保険事業者のうち、長野市を営業地域とする事業者についてお知らせし

ます。 

 

令和７年６月１日付け指定分 

 

□（介護予防）福祉用具貸与・特定（介護予防）福祉用具販売 

 

 

 

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

  ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４ 

 

熱中症予防の普及啓発・注意喚起について 

 
 

厚生労働省から、熱中症予防の普及啓発・注意喚起を目的とした通知がありました。 

各事業所におかれましては、【別紙１】のリーフレット等をご活用いただき、熱中症予防の参

考として下さい。 

 

（参考）厚生労働省ホームページ熱中症関連情報 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/  
 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４  
 

 

 

介護保険事業者番号 2071501072 

事業所名称 介護ショップほほえみ 

事業所所在地 長野県塩尻市大字広丘吉田664番地1 

事業所電話番号 0263-58-2411 事業所 FAX 番号 0263-85-6850 

開設者の名称 エフビー介護サービス株式会社 

通常の事業実施地域 長野県全域 

介護保険事業者番号 2074001393 

事業所名称 介護ショップほほえみ安曇野店 

事業所所在地 長野県安曇野市大字豊科5703番地15 

事業所電話番号 0263-50-6701 事業所 FAX 番号 0263-50-6702 

開設者の名称 エフビー介護サービス株式会社 

通常の事業実施地域 長野県全域 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
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【リマインド】（訪問介護）中山間地域等における小規模事業所加算について 

 

 

訪問介護事業所宛てに、５月16日付けメールにてお知らせしたところですが、「指定居宅サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具

貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について」の一部改正に伴い、訪問介護の「中山間地域等における小規模事業所加

算」の取得要件が弾力化されました。 

改正内容については、介護保険最新情報vol.1382 をご確認ください。 

また、本加算を算定する場合は、体制届等の提出が必要です。詳細については５月16日付メー

ルをご確認ください。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

  ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４  
 

2025 年度民間社会福祉施設職員等オンライン海外研修・調査について  

 
 

公益財団法人 社会福祉振興・試験センターから標記研修の受講案内が届きましたので、受講

を希望される場合は、受講申込書を令和７年６月 27 日（金）までに長野市役所福祉政策課福祉

監査室へ電子メールでご提出いただくようお願いいたします。なお、受講者推薦書の様式は、会

福祉振興・試験センターのホームページからダウンロードしてください。

（https://www.sssc.or.jp/） 

受講希望の施設等におかれましては、【別紙２】【別紙３】をご参照のうえお申し込みくださ

い。 

          問い合わせ先    
申込受付について：福祉政策課福祉監査室  

ＴＥＬ：０２６－２２４－７３２４（直通） 

                   Ｍａｉｌ:fukushiseisaku@city.nagano.lg.jp 

研修内容について ：公益社団法人社会福祉振興・試験センター            

福祉振興第一課                          

ＴＥＬ：０３－３４８６－７５１１  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sssc.or.jp/
mailto:fukushiseisaku@city.nagano.lg.jp
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「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて【別紙４】 
 

 

このことについて、厚生労働省より事務連絡が発出されました。 

「原則として医行為ではない行為」については、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師

助産師看護師法第31条の解釈について（通知）」（平成17年７月26日付け医政発第0726005号厚生

労働省医政局長通知）、「ストーマ装具の交換について（回答）」（平成23年７月５日付け医政医発

0705第２号厚生労働省医政局医事課長通知）及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師

助産師看護師法第31条の解釈について（その２）」令和４年12月１日付け医政発1201第４号厚生

労働省医政局長通知）に示されているところです。 

今般、ガイドラインが策定され、下記のホームページにて公開されていますので、介護職員が

利用者に対して安全に当該行為を実施できるよう適切な対応をお願いします。 

 

【令和６年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」

（株式会社日本経済研究所）の掲載先】 

       https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6/ 
 

問い合わせ先：介護保険課給付担当  
ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6/
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｢長野市保健所管内保健医療福祉関係者等研修会（難病対策）｣のお知らせ 

 

                               

 平素、本市の保健福祉行政に格別なる御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

長野市保健所では、疾病構造の変化及び市民ニーズの多様化・高度化に対応した地域保健活動

の推進を図り市民への健康の保持増進に寄与するため、保健・医療・福祉関係者研修会を実施し

ております。 

 つきましては、「長野市保健所管内保健医療福祉関係者等研修会」を下記のとおり開催いたしま

すので、御出席ください。 

 

記 

 
１ 日 時  令和７年７月 17 日（木） 午後１時 30 分から午後３時 30 分まで 

 

２ 場 所  長野市保健所 ２階 会議室ＡＢ（長野市若里六丁目６番１号） 

       駐車場は若里多目的広場（長野市保健所北側）をご利用ください。 

 

３ 内 容 

(1) 情報提供 「長野市の難病対策について」 

担当    長野市保健所健康課 難病精神保健担当 保健師 

  (2) 情報提供 「長野県立総合リハビリテーションセンターの紹介」 

     講師   長野県立総合リハビリテーションセンター所長 清野 良文 医師 

(3) 講話   「神経難病患者の人工呼吸器療法について」 

    講師   いきいきクリニック院長  武知 由佳子 医師 

 

４ 出席者   保健・医療・福祉に従事する関係者 

 

５ 申し込み  令和７年７月 10 日（木）までに、ながの電子申請サービスにて申込み 

        ・下記の URL あるいは QR コードよりお申込みください。 

        ・アクセスすると、利用者ログイン画面が表示されますが、「利用登録せずに

申し込む方はこちら」から利用規約に同意いただくと、申込み画面に進み

ます。 

        ・会場の都合により、人数を調整させていただく場合がございますが、御了

承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

                問い合わせ先：長野市保健所健康課 難病精神保健担当  

                       ＴＥＬ：０２６－２２６－９９６５ 

                       ＦＡＸ：０２６－２２６－９９８２ 

                       e-mail：h-kenkou@city.nagano.lg.jp 

 
 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-
u/offer/offerList_detail?tempSeq=33410 

mailto:h-kenkou@city.nagano.lg.jp
https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-
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介護保険最新情報について 

 

 

厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。  
 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 
 

【介護保険最新情報 vol.1383】 

ケアプランデータ連携システム 5 月 16 日(金)「まもなく受付開始！キャンペーン直前導入セ

ミナー」開催のご案内 

 

【介護保険最新情報 vol.1384】 

令和７年度経済産業省事業オレンジイノベーション・プロジェクトに関するオンラインセミナーの

ご案内について 

 

【介護保険最新情報 vol.1385】 

「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて 

 

【介護保険最新情報 Vol.1386】 

 令和６年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携促進に係る対応につ

いて 

 

【介護保険最新情報 Vol.1387】 

「多様な主体による総合事業（サービス・活動 A 等）実施の手引き」及び「都道府県プラットフ

ォーム構築の手引き」 

 

【介護保険最新情報 Vol.1388】 

 令和７年度 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー・

フォローアップセミナー参加案内・周知のお願い 

 

【介護保険最新情報 Vol.1389】 

 ケアプランデータ連携システムライセンス料が 1 年間無料になる「フリーパスキャンペーン」

開始のご案内 

 

【介護保険最新情報 Vol.1390】 

「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について 

 

【介護保険最新情報 Vol.1391】 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について（通知） 
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今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電
話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合わせ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

